
労福協
発行所／一般社団法人 山形県労働者福祉協議会　〒990-0044 山形市木の実町12－37
　　　   TEL 023－641－6503　FAX 023－641－6830　URL http://yamagata.rofuku.net/ 

No.32
2018.10.25

　第15回ふれ愛チャリティーゴルフ大会を、9月15日（土）に河北町のニューブラッ
サムガーデンクラブにて、連合山形、東北労働金庫山形県本部、山形県労福協の
３団体共催で開催しました。
　地区予選会から選出された精鋭メンバーによる地区代表チームや、連合産別や
労福事業団体の選りすぐりのメンバーで構成したチームなど、総勢91名が集結し
プレーを楽しみました。
　今大会で募ったチャリティー金は、山形県ふれ愛募金会を通じて、障がい者の
方々の社会参加や福祉施設の環境整備などに役立てられます。
　プレー後には表彰式を行い、団体優勝は西村山地区チームで見事４連覇を果た
しました。個人優勝は同じく西村山地区の真田雅孝さん、個人ベスグロは最上地
区チームの尾形俊光さんで GROSS 75でした。

団体優勝の西村山チームと熊澤実行委員長（中央） 個人優勝の真田さん（右）

順位 チーム名　（メンバー） NET計

優　勝 西村山地区（真田、工藤、堀、飯野） 289.8

準優勝 田川地区（尾崎、橋本、小鷹、冨樫） 294.8

第３位 連合大手門会（悪七、後藤、外山、森） 295.0

順位 氏　名（チーム名） NET

優　勝 真　田　雅　孝（西村山地区） 68.8

準優勝 油　谷　俊　次（最上地区） 70.4

第３位 尾　崎　竜　一（田川地区） 70.6

親睦・健康増進・団結をはかる！スポーツ
の秋

第15回ふれ愛チャリティーゴルフ大会

団体の部 個人の部



（2）やまがた労福協NEWS � 2018年10月25日

　第７１回勤労者体育祭山形県大会を９～１０月にかけ県総合運動公園を主会場に開催しました。
４～９月に開催した地区予選には合計256チームから２，２３９名が参加し、勝ち上がった計５９チー
ム、５０１名が県大会に出場しました。競技種目は５競技で、９月２４日に硬式卓球、ソフトバレーボー
ルを、１０月６日に軟式野球、ソフトボール、ボウリング、１０月１３日に軟式野球の準決勝・決勝を
それぞれ行いました。

　９月２４日の合同開会式には、県商工労働部雇用対策課の
椎谷課長にご出席いただき激励の言葉を頂戴いたしました。
　全日程通して天候に恵まれ、とくに１０月６日は台風２５号
の影響で３０度を超える季節外れの猛暑の中での大会となりましたが、選手・運営ス
タッフ共々体調を崩すことなく終了することが出来ました。
　各競技の試合結果は県労福協ホームページに掲載中ですのでぜひご覧ください。

第71回勤労者体育祭県大会

来賓挨拶する
椎谷課長 

 晴天の10/6開会式の様子

硬式卓球

ソフトバレーボール

日　程：９月２４日（月・振休）
会　場：県総合運動公園 サブアリーナ

日　程：９月２４日（月・振休）
会　場：県総合運動公園 アリーナ

優勝　東北電労チーム

優勝　酒田市職労チーム

順　位 チーム名（地区名）
優　勝 東北電労（東南村山地区）
準優勝 JP労組酒田（飽海地区）
第３位 東沢クラブ（東南村山地区）
〃 ㈱小森マシナリー（東南置賜地区）

順　位 チーム名（地区名）
優　勝 酒田市職労（飽海地区）
準優勝 スタンレー（田川地区）
第３位 東北エプソン（飽海地区）
〃 山形市職労（東南村山地区）
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軟式野球 日　程：10月6日（土）、13日（土）
会　場：県総合運動公園 野球場

優勝　酒田地区広域行政組合消防本部チーム

順　位 チーム名（地区名）
優　勝 酒田広域消防本部（飽海地区）
準優勝 山形県庁（東南村山地区）
第３位 アイジー工業（北村山地区）
〃 古河電工パワーシステムズ（西置賜地区）

ボウリング 日　程：１０月６日（土）
会　場：山形ファミリーボウル

優勝　第一貨物チーム

順　位 チーム名（地区名）
優　勝 第一貨物（東南村山地区）
準優勝 ＡＳＥジャパン（東南置賜地区）
第３位 米沢浜理薬品（東南置賜地区）

ソフトボール 日　程：１０月６日（土）
会　場：県総合運動公園 運動広場

優勝　ＪＡ庄内みどりチーム

順　位 チーム名（地区名）
優　勝 ＪＡ庄内みどり（飽海地区）
準優勝 置賜病院労組長井分会（西置賜地区）
第３位 ローリングス（東南村山地区）
〃 フジタックイースト（西村山地区）
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西村山地区労福協
結成30周年記念式典

　西村山地区労福協は今年4月に結成30周年を迎え
ました。これを記念し、10月3日に寒河江市内のホ
テルサンチェリーにて「結成30周年記念式典」を開
催しました。
　第一部の記念講演会では、県経済社会研究所の立
松潔理事長（山形大学名誉教授）が「デフレ不況と
人口減少下の山形県の経済」と題した講演を行いま
した。第二部の祝賀会には６０名が参加し、３０年の歴
史に学び今後の運動の前進を誓い合い、成功裏に終
了することができました。

夏まつり、ビアパーティー各地で開催
　地域内の会員交流や連携強化を目的に、各地区に
おいて工夫を凝らした活動を行っています。
　上山地区労福協では８月１０日に「２０１８夏まつり」
を二日町プラザ（旧カミン）にて開催しました。家
族連れでの参加も多く、労福協活動を広めるために
も意義のある活動となっています。今回も会員家族
や一般市民の方々など多くの参加があり、大抽選会
などで盛り上がり、楽しい夏の夜となりました。

地区労福協の活動紹介
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生活なんでも相談 Q&A

自宅の相続手続きについて
　５年前に夫が亡くなりました。夫の遺産は自
宅のみで、法定相続人は私と２人の娘です。娘

達は結婚し嫁いだため、自宅には私１人で暮らしていま
す。
　娘達と遺産分割の話をしたことはなく、登記手続きも
していないため、いまだに自宅（土地建物すべて）は夫
名義のままです。名義変更をしなければいけないのかな、
と思いつつも、生活上不便を感じる事は無いため、ずる
ずると今に至っています。
　名義変更を長年していないことで、罰則など、なにか
問題やデメリットはありますか？

　登記をしないからということで処罰される
ことはありません。登記をする・しないは、
権利者の自由です。

　ただし、登記をしないで数回の相続があった場合、
困った事態が起きることもあります。それは、その時の
当該の相続人たる権利者が物件を処分する必要が生じた
場合、まず自己名義に登記することになりますが、相続
人の特定とその所在の探索が困難になりかねません。場
合によっては日本全国にわたることもあります。
　現在日本における空き家が何十万件もあり、その所有
者が確定されず放置され、社会問題となっていますが、
その原因は関係者が未登記のまま放置していたからです。
　登記には、それなりに手間と費用がかかりますが、折
りをみて登記しておくことをおすすめします。

Q． A．

隣家の犬の鳴き声について
　隣家では犬を１匹飼っていますが、その犬の
鳴き声がうるさくて困っています。吠えるのは、

隣家住人が外出・帰宅した時や、他人が来たときなどで
す。
　隣家には何度も苦情を伝えていますが改善されません。
飼犬の鳴き声について、法的な騒音規制などはないので
しょうか？私達夫婦は静かに暮らしたいのですが……。

　騒音規制法はありますが、法の対象となる
騒音は特定工場や建設工事現場の騒音などに
限られ、隣家の犬の鳴き声を規制する法律は

ありません。
　しかし、隣家の犬の鳴き声が、社会共同生活における
受忍限度を超える場合は違法となり、生活妨害としての
一般的な不法行為を構成することになります。
　共同生活における受忍限度とは、抽象的で分かりにく
いのですが、大多数の人が耐え難いことになる鳴き声と
いうことになりましょう。ただ、不法行為となるとして
も、その差し止めまで求めることは困難でしょう。
　警察の生活安全課に相談したり、簡易裁判所に調停を
申し立ててみるのもひとつの方法かと思います。いずれ
にしても、隣家と争うことになり困ったことです。

Q． A．

〈回答：設楽作巳弁護士〉
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